
亀山市告示第７６号 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下

「法」という。）第２条第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下単に

「建築物エネルギー消費性能基準」という。）及び法第３０条第１項各号に掲げる基

準に適合しているかどうかの審査を行う機関を第１に、亀山市手数料条例（平成１７

年亀山市条例第５７号）別表第６の２及び同表の３に規定にする法第３０条第１項各

号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法

を第２に、同表の４に規定する法第２条第３号に規定する基準又はこれと同等の基準

に適合するものとして市長が別に定める方法を第３に、同表の２及び同表の３に規定

する法第３０条第１項第１号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長

が別に定める方法を第４に、同表の４に規定する法第２条第３号の規定により定めら

れた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法を第５に定める。 

平成２９年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

第１ 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法３０条第１項各号に掲げ

る基準に適合しているかどうかの審査を行う機関は、次に掲げる認定対象の区分に

応じ、それぞれ次に定める機関とする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対象の場

合 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下「住宅

品質確保法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（以下単に

「登録住宅性能評価機関」という。） 

２ 認定対象が１以外の場合 次のいずれかに該当する機関。ただし、複合建築物の

全体が認定対象の場合については（１）を除く。 

（１）法第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（以下単



に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。）（（３）に該当するもの

を除く。） 

（２）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の２１第１項に規定する指

定確認検査機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの 

（３）登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関

であるもの 

第２ 法第３０条第１項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものと

する方法は、次に掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を

受けたものとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対象の場

合 次のいずれかに該当する書面 

（１）登録住宅性能評価機関が、法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合するもの

として交付する適合証 

（２）登録住宅性能評価機関が、交付する住宅品質確保法第６条第１項に規定する設

計住宅性能評価書（法第３０条第１項第１号に基づく基準に適合した等級の評価

を受けたものに限る。） 

２ 認定対象が１以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建築物の

全体が認定対象の場合については（１）を除く。 

（１）第１の２（１）に該当する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第３

０条第１項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合証 

（２）第１の２（２）に該当する指定確認検査機関であり、かつ、登録住宅性能評価

機関が、法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合

証 

（３）第１の２（３）に該当する登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、か

つ、登録住宅性能評価機関が、法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合するも



のとして交付する適合証 

第３ 法第２条第３号に規定する基準又はこれと同等の基準に適合するものとする

方法は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたも

のとする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対象の場

合 次のいずれかに該当する書面 

（１）登録住宅性能評価機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとし

て交付する適合証 

（２）法第３０条第１項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（以下「性

能向上計画認定」という。）に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第２５条第２項の通知書及び建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項、第７条の２第５項又は第

１８条第１８項に規定する検査済証（以下単に「検査済証」という。） 

（３）都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第１

項に基づく認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成２４年

国土交通省令第８６号）第４３条第２項の通知書及び検査済証 

（４）登録住宅性能評価機関が、交付する住宅品質確保法第６条第３項に規定する建

設住宅性能評価書（法第２条第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に

適合した等級の評価を受けたものに限る。） 

２ 認定対象が１以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建築物の

全体が認定対象の場合については（１）を除く。 

（１）第１の２（１）に該当する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第２

条第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとして交付

する適合証 

（２）第１の２（２）に該当する指定確認検査機関であり、かつ、登録住宅性能評価



機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとして交付する適合証 

（３）第１の２（３）に該当する登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、か

つ、登録住宅性能評価機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものと

して交付する適合証 

（４）１（２）に該当する書面 

（５）１（３）に該当する書面 

第４ 法第３０条第１項第１号の規定により定められた簡易な評価方法は、建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年１月２９日経済産業省令・国土

交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１０条第１項第１号イ（２）及び

ロ（２）の規定に基づく評価方法とする。 

第５ 法第２条第３号の規定により定められた簡易な評価方法は、次に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ次に定める評価方法とする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分 基準省令第１

条第１項第２号イ（２）及びロ（２）の規定に基づく評価方法 

２ １以外の建築物又は建築物の部分 基準省令第１条第１項第１号ロの規定に基

づく評価方法 

  附 則 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日前に交付を受けた平成２８年亀山市告示第１０４号（以下単

に「旧告示」という。）第２の１（１）及び２（１）並びに第３の１（１）及び２

（１）に規定する適合証は、それぞれこの告示の第２の１（１）及び２（２）並び

に第３の１（１）及び２（２）に規定する適合証とみなす。 

３ 旧告示は、平成２９年３月３１日限り廃止する。 


